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 ((((ササササ))))現状現状現状現状とととと課題課題課題課題のまとめのまとめのまとめのまとめ    

これまでの現状と課題を整理します。 

 

項 目 現 状 課 題 

１．人口 ・ 菊池市はやや減少傾向、七城町と

旭志村は横ばい、泗水町が増加傾

向であり、全体として増加傾向。 

・ 平成12年現在の人口は52,636人、

少子高齢化が進行。 

・ 将来人口は、コーホート要因法に

よる推計で平成 27 年には総人口

51,200 人で、年少人口 7,800 人、

生産人口 29,200 人、高齢人口

14,200 人になると想定。 

 

 

・ 菊池北部では現在までに総人口の

増加はみられるものの、年少人口、

生産年齢人口は減少を続けている

ことから、今後は人口減少に転じて

いくものと考えられます。人口減少

に歯止めをかけるためには、人口増

加を図るための政策を行う必要が

あります。 

 

２．日常生活圏 ・ 他市町村への流出割合は、菊池市

が約３割、七城町及び旭志村が約

４割、泗水町が約６割 

・ 最も多い流出先は菊池市が熊本

市、七城町が菊池市、旭志村が菊

池市、泗水町が熊本市。 

・ 最も多い流入先は、全て熊本市。

２番目に多い流入先は菊池市が泗

水町、七城町が植木町、旭志村が

菊池市、泗水町が菊池市。 

・ 各市町村の買物場所は、全市町村

において菊池市と熊本市への買物

割合が高い。 

・ 熊本市を除くと、菊池市を中心と

した商圏が形成。 

 

 

・ 菊池市を中心とした１市２町１村

相互の結びつきや熊本市との結び

つきが高い状況にあり、今後は、日

常生活圏の連携を深めるとともに、

住民の交通利便性向上を図るため、

道路・交通体系や公共交通機関の充

実が必要です。 

・ 菊池市を中心とした消費動向があ

ることから中心商業地として活性

化する必要があります。 
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項 目 現 状 課 題 

３．産業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 平成 12 年現在で、第１次産業

5,433 人（20.6％）、第２次産業

7,689 人（29.1％）、第３次産業

13,293 人（50.3％）。 

・ 構成比を熊本県平均と比較する

と、第 1 次産業の比率がかなり高

く、サービス産業等の第３次産業

の比率が低い。 

・ 産業別の生産額をみると、平成 12

年現在で、第１次産業約 204 億円、

第２次産業約 817 億円、第３次産

業 1,092 億円。 

・ 経年的には、第２次産業及び第３

次産業が増加しており、第１次産

業は、平成２年をピークに減少傾

向。 

 

 

・ 第１次産業においては、担い手農家

や農業法人の育成、新規就農の促

進、農業技術の向上及び観光との連

携等が必要です。 

・ 第２次産業においては、地域住民の

就労の場の確保や低迷する市町村

財政の安定化のために更なる企業

誘致が必要です。 

・ 第３次産業においては、消費者ニー

ズに対応した個性的で魅力的な活

力ある商業の振興が必要です。 

 

 

 

 

４．道路・交通 ・ 本地域内の道路は、国道 325 号、

国道 387 号が菊池市街地を中心に

放射状に配置されており、県道及

びその他主要な道路が国道を補完

している。 

・ 本地域に隣接する植木町には、九

州自動車道植木ＩＣが位置すると

ともに、国道３号が南北方向に通

っている。 

・ 平成 11 年道路交通センサスによ

ると、国道 325 号の大津町から菊

池市街地までが 20,889 台/日、国

道 387 号の熊本市方面から菊池市

街地までが14,503台/日、国道325

号の菊池市街地から鹿本町方面が

10,014 台/日と国道の交通量が多

い。 

・ 公共交通機関は、路線バスのみ。 

 

  

・ 交流促進と新市の一体性の速やか

な確立のため、国道 325 号の４車線

化や国道 387 号の機能強化とこれ

らを補完する県道及びその他主要

な道路の機能強化及び公共交通機

関の充実が必要です。 

・ 少子高齢化等に対応するためコミ

ュニティバスの整備が必要です。 
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項 目 現 状 課 題 

５．教育・福祉 

 

・ 本地域内には、幼稚園が５箇所、

小学校 14校、中学校５校あり、児

童生徒数は、減少傾向であり、平

成 12 年現在で、幼稚園児 509 人、

小学生 3,626 人、中学生 2,071 人。 

・ 近年の児童生徒の状況は、教育制

度の充実とともに学校外での教育

機会が増えた一方で、いじめや不

登校の問題、青少年非行の低年齢

化、家庭や地域における教育力の

低下等、教育環境において深刻な

問題も生じている 

・ 人口・世帯数の推移からも分かる

ように、本地域においても少子高

齢化が進んでいる。 

 

 

・ 学校と家庭・地域との連携を深める

とともに、教職員の資質や指導力の

向上及び小人数指導の充実等、これ

まで以上に教育環境の充実と特色

ある教育の推進が必要です。 

・ 高齢者・障害者福祉においては、高

齢者や障害者が生きがいを持って

生活できるように、家庭や地域の中

で暮らしやすい環境づくりを促進

する必要があります。 

・ 児童福祉においては、子どもたちを

安心して産み、健やかに育てること

ができるように子育て支援の充実

を図る必要があります。 

６．公共施設 ・ 高齢者・障害者ニーズの多様化 

・ それぞれ各市町村の中心部に集中

しており、地域全体では、南西部

の市街地に片寄っている。 

 

・ 近接している施設等の統合や、施

設・サービスの空白地区への新規設

置など、新市として効率的な施設配

置を検討する必要があります。 

・ これらの施設は特に住民生活との

関わりが深いものであるため、住民

生活への影響に十分配慮するとと

もに、地域特性や地域のバランス、

あるいは財政事情も考慮の上検討

を進めていく必要があります。 

 

 

７．他市町村と

の連携状況 

・ 菊池郡市を中心として一部事務組

合等が組織され、市町村の枠を超

えた広域的な行政運営が行われて

いる。 

 

 

・ 広域的な行政需要を的確に把握し、

効率的で質の高い行政サービスを

提供していくために、重複する一部

事務組合等の再編や計画圏域等の

見直しを検討する必要があります。 
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項 目 現 状 課 題 

８．行財政 ・ 四市町村の歳出総額は約 240 億円

で、歳出規模は類似団体をやや上

回っている。 

・ 財政力指数については、類似団体

を下回っている。 

・ 経常収支比率については、類似団

体を上回っている団体もあり、や

や財政構造の硬直化がやや進んで

いる。 

・ 公債費負担比率は県平均を上回る

団体もあり、公債費の負担が多い

ことがうかがえる。 

・ 地方交付税による財源措置分を除

いた指数である起債制限比率で

は、類似団体をそれほど上回らな

いことから、公債費の多くは地方

交付税により措置されているもの

と思われる。 

・ 歳入をみると、四市町村の地方交

付税の合計が約 94 億円、類似団体

が約 83 億円で差額が約 11 億円。 

・ 議員数は、各市町村の条例定数の

合計 60 人、新市の法定上限数 30

人。 

・ 職員は、合計 567 人。内訳は、一

般行政関係424人、教育関係96人、

公営事業会計関係 47 人。 

・ 年齢別職員数は、29歳以下が120

人、30 代が 122 人、40 代が 152

人、50 歳以上が 173 人で、50歳

以上の割合が高い。 

 

・ 類似団体より大きく劣る指数はな

く、これまでの財政運営の努力がう

かがえるところですが、将来的には

地方交付税の削減等市町村の一般

財源の減少が見込まれる中、行政改

革を含めた財政運営の健全化への

取組みが必要です。 

・ 今後、地方交付税は、削減されてい

く方向であり、こういった状況に対

応するため、財政の効率化・健全化

が必要です。 

・ 性質別歳出金額をみると、類似団体

との差額が大きい項目として、投資

的経費が約 16 億円、人件費が約７

億円、物件費約５億円、公債費約４

億円高くなっており、効率的・効果

的な財政運営が必要です。 

・ 合併後の議員の定数は、原則的な法

定上限数 30 名のほか、合併による

特例措置として、定数特例（法定上

限数の２倍（60 名）まで）と在任

特例（現在の議員が在任（２年以

内））があり、合併にあたっては、

どの方式を選択するか協議が必要

になります。 

・ 職員については、定年退職者等を考

慮しながら、人員配置計画を作成

し、職員数の適正化を図る必要があ

ります。 
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第第第第 2222 章章章章    主要指標主要指標主要指標主要指標のののの見通見通見通見通しししし    

1.1.1.1.    将来人口将来人口将来人口将来人口    

将来人口は、コーホート要因法※による推計で平成 27年には総人口 51,200 人で、年少人

口（0～14 歳）7,800 人、生産人口（15～64 歳）29,200 人、高齢人口（65歳以上）14,200

人になると想定されます。 

全国的には平均出生率の低下によって少子高齢化が進み、平成 18 年をピークに人口が減

少すると予想されています。同様に熊本県でも将来的に人口の減少が予測されます。菊池

北部では現在までに総人口の増加はみられるものの、年少人口、生産年齢人口は減少を続

けています。 

したがって、今後は人口減少に転じていくものと考えられ、人口減少に歯止めをかける

とともに、人口増加を図るための政策を行う必要があります。 

 

【将来人口の予測（単位：人）】 

    

【コーホート要因法による人口予測（単位：人）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２年 平成７年 平成１２年 平成２７年

総人口 51,610 52,545 52,636 51,200
年少人口 10,054 9,544 8,620 7,800
生産人口 32,465 32,179 31,711 29,200
高齢人口 9,091 10,822 12,305 14,200
高齢化率 17.6 20.6 23.4 27.7

推計値実績値

コーホート要因法による人口予測

51,610
52,545 52,636 52,400 51,900

51,200

40,000

45,000

50,000

55,000

60,000

平成２年 平成７年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

菊池北部 熊本県全域

1,848,800
1,823,500

1,781,000

1,859,344

1,500,000

1,600,000

1,700,000

1,800,000

1,900,000

2,000,000

2,100,000

平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

熊本県全域 

※コーホート要因法・・・人口を年齢別に５歳ごとの階層に分け、各階層が５年ごとに１階層上がる際、どれだけ増減するか

を計算する人口推計の一般的な方法です。この推計では、今後の政策的な要因による人口増加は含ま

れていません。 
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2.2.2.2.    世帯数世帯数世帯数世帯数のののの推移推移推移推移 

新市の世帯数は、推計した世帯規模とコーホート要因法により推計した将来人口により

算出しました。 

なお、新市の世帯規模は、過去の推移を見ると減少傾向にあるが、将来は、その傾向が

緩やかになるという条件の基に推計しました。 

その結果、新市の世帯規模は平成 27 年には 3.06 人／世帯と予測され、世帯数は平成 27

年には 16,700 世帯と想定されます。 

 

【世帯数の推移】 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

13,076 13,619 14,324 15,157 15,902 16,100 16,500 16,700

3.79 3.73
3.60

3.47
3.25

3.15 3.06

3.31

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

S55年 S60年 H２年 H７年 H12年 H17年 H22年 H27年

世帯数         世帯規模（人／世帯）

 (世帯) 
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3.3.3.3. 就業人口就業人口就業人口就業人口のののの推移推移推移推移    

新市の就業人口を昭和 55 年から平成 12 年の産業別就業人口の推移から推計すると、平

成 27 年の産業別就業者人口は 25,800 人と予測されます。 

産業別に見ると第1次産業3,500人、第２次産業8,700人、第３次産業13,600人であり、

平成 12 年と比較すると、第 1次産業が約 1,900 人の減少、第２次及び第３次産業が、それ

ぞれ約 1,000 人、約 300 人増加することになります。 

 

【就業人口の推移】 
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5,073
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第第第第 3333 章章章章    新市建設新市建設新市建設新市建設のののの基本方針基本方針基本方針基本方針    

1.1.1.1.    新市新市新市新市のまちづくりののまちづくりののまちづくりののまちづくりの理念理念理念理念    

本地域には、菊池渓谷や鞍岳等に代表される豊かな自然環境があります。 

そこから流れ出す「水」による肥沃な農地が菊池川や合志川沿いに広がり、さらに各地

域に温泉を利用した施設が点在しています。 

また、これらには、人の気持ちを穏やかにしたり、活力を与えたり、安堵感を与えるな

ど、目に見えない効果があると言われています。 

このようなことからこのようなことからこのようなことからこのようなことから、、、、豊豊豊豊かなかなかなかな自然環境自然環境自然環境自然環境をををを守守守守っていくとともにっていくとともにっていくとともにっていくとともに、、、、これらがこれらがこれらがこれらが与与与与えてくれるえてくれるえてくれるえてくれる恩恩恩恩

恵恵恵恵をまちづくりにをまちづくりにをまちづくりにをまちづくりに活用活用活用活用することを、新市のまちづくりの方向性の基調とします。 

基調のもとに、以下に示す３つのまちづくりの方向性を設定しました。 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人人人人々々々々がつなぐがつなぐがつなぐがつなぐ歴史歴史歴史歴史やややや文化文化文化文化をまちづくりにをまちづくりにをまちづくりにをまちづくりに活用活用活用活用    

本地域は、南北朝時代は菊池一族の統治により、九州における政治の中心として栄

え、政治、教育、文化面において大きく影響を与えており、地域内には多くの遺跡が

残っています。 

また、明治期には、良質の城北米（菊池米）の生産と農業技術の改良によって「肥

後農法」が確立された地域でもあります。これらの歴史的背景は、各市町村の今まで

の地域づくりに、脈々と受け継がれてきており、これからの未来（将来）にも繋げて

いくべきものです。 

これまでの歴史的背景や文化を継承するとともに、人々が、これから新たに築く歴

史や文化をまちづくりに活用することを、新市のまちづくりの方向とします。 

人人人人々々々々がががが織織織織りなすやさしさをまちづくりにりなすやさしさをまちづくりにりなすやさしさをまちづくりにりなすやさしさをまちづくりに活用活用活用活用    

まちづくりに対する住民のニーズは、物の豊かさだけではなく、生活空間の中の快

適性や安全性の確保、景観や自然環境の保全、少子高齢化などの社会情勢や経済情勢

の変化に対する対応など、多種多様に変化してきています。 

これらのニーズを満たすためには、必要としている人の意見に耳を傾け、その人の

立場になるなど、自分以外への思いやり、やさしさを持つことが重要です。 

生活空間の形成においても、人々が織りなす思いやり、やさしさをまちづくりに活

用することを、新市のまちづくりの方向とします。 
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以上に示すまちづくりの方向性を踏まえ、新市のまちづくりの理念を設定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これまでに築き上げられてきた豊かな自然環境の恵みの形成には「光：太陽の光」が必

須条件であったように、新市のまちづくりのベースとなる自然環境の保全活用にも「光：

太陽の光」は欠かせないものと考えます。 

今後、「菊池北部の豊かな自然環境や歴史を人の営みに活用し、人のやさしさでつくりあ

げる健康で活力のあるまちづくり」を目指して、豊かな自然環境の恵みを基調とした３つ

のまちづくりの方向性に沿って、夢や希望が持てる新市のまちづくりを推進していきます。 

今日今日今日今日までまでまでまで本地域本地域本地域本地域をををを育育育育んできたんできたんできたんできた「「「「光光光光」」」」にににに新市新市新市新市のののの夢夢夢夢やややや希望希望希望希望をををを重重重重ねねねね、、、、それらがめぐりそれらがめぐりそれらがめぐりそれらがめぐり広広広広がるこがるこがるこがるこ

とをとをとをとを「「「「光光光光あふれるあふれるあふれるあふれる」」」」とととと表表表表しししし、、、、歴史歴史歴史歴史やややや文化文化文化文化をををを活用活用活用活用したしたしたした健康健康健康健康でででで活力活力活力活力のあるまちをのあるまちをのあるまちをのあるまちを「「「「田園文化田園文化田園文化田園文化のののの

まちまちまちまち」」」」とととと表現表現表現表現しましたしましたしましたしました。。。。    

    

    

●●●●新市新市新市新市のまちづくりののまちづくりののまちづくりののまちづくりの理念理念理念理念 

““““豊かな水と緑、光あふれる田園文化のまち””””    

～菊池北部菊池北部菊池北部菊池北部のののの豊豊豊豊かなかなかなかな自然環境自然環境自然環境自然環境やややや歴史歴史歴史歴史をををを活活活活かしかしかしかし、、、、人人人人のやさしさでつくりあげるのやさしさでつくりあげるのやさしさでつくりあげるのやさしさでつくりあげる

健康健康健康健康でででで活力活力活力活力のあるまちづくりのあるまちづくりのあるまちづくりのあるまちづくり～ 

人人人人々々々々がががが生生生生みだすみだすみだすみだす活気活気活気活気をまちづくりにをまちづくりにをまちづくりにをまちづくりに活用活用活用活用    

本地域の農業は、県下有数の農業産出額を誇り、畜産、野菜、米等、多彩な作目が

生産されており、環境に配慮した安全で高品質な農産物づくりが進められています。 

工業では、空港及び高速道路へのアクセスに恵まれていることから、数多くの企業

が立地し、製造品出荷額は県下で上位に位置しています。 

さらに、豊かな自然や歴史、温泉等の資源を活かした商業・観光振興や季節ごとの

祭りなど多彩な取り組みがなされており、バランスのとれた魅力ある定住拠点として

約 5万 3千人の人々が暮らし、さらに今後も発展が期待されています。 

このような豊かな産業基盤と自然に支えられた特色ある活気を、新市の人々が生み

だす活気として、まちづくりに活用することを、新市のまちづくりの方向とします。 
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[[[[主主主主なななな事業事業事業事業]]]] 

主要施策 主要事業名 備 考 

児童福祉の充実 

 

子育て支援の充実 

 

 

 

母子・父子福祉の充実 

 

障害者(児)福祉の充実 

 

 

高齢者福祉の充実 

 

 

低所得者福祉の充実 

 

地域福祉の充実 

 

疾病予防と健康づくり 

 

 

 

 

 

 

医療体制の強化・充実 

 

国民健康保険事業の充実 

老人保健事業の充実 

介護保険事業の充実 

・ 家庭児童相談 

・ 保育サービスの充実 

・ 特別保育事業や放課後児童クラブの推進 

・ 地域子育て支援事業 

・ 次世代育成支援計画の策定 

・ ファミリーサポートセンター事業 

・ 母子生活自立支援事業 

・ 母子父子家庭等医療費助成事業 

・ 在宅支援体制の充実 

・ 施設サービスの充実 

・ 地域療育ネットワークの推進 

・ 介護予防のための支援 

・ 生きがいと健康づくりの推進 

・ シルバー人材活用事業 

・ 生活保護の自立指導、助言の充実 

・ 社会的弱者等への相談、指導、援護体制の充実 

・ 福祉サービス応援特区 

・ 地域福祉計画の策定 

・ 保健福祉センター建設事業 

・ 妊婦乳幼児健診委託事業 

・ 予防接種及び結核予防事業 

・ 老人保健事業 

・ 母子保健事業 

・ 歯科保健事業 

・ 菊池養生園保健組合負担金 

・ 在宅当番、救急医療情報提供事業 

・ 病院群輪番制病院運営事業 

・ 国保保健事業 

・ 老人保健福祉計画策定 

・ 介護保険事業計画の策定 

・ サービスの質の向上 

・ 関係機関、サービス事業との連携 
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((((カカカカ))))    産業産業産業産業のののの振興振興振興振興    

①①①①    基本方針基本方針基本方針基本方針    

    

    

    

    

四市町村の産業は農林水産業を基幹産業として発展してきましたが、新市の産業の更な

る発展には、農林水産業における、安全・安心・高品質の農林水産物づくりが必要であり、

そのため、生産基盤の整備を推進するとともに、地域の特性を活かし、環境保全に留意し

た魅力ある農林水産業の振興を図ります。 

また、少子高齢化社会において若者の定住を促進するため、雇用機会を創出する必要が

あり、既存商店街の活性化や地場産業の育成を図るとともに、優良企業の誘致に努め、商

工業の振興を推進します。 

さらに、観光産業については、地域に点在する観光資源の整備を推進するとともに、新

たな、観光資源の発掘や開発を行うなど、様々な資源を活かした観光の振興を図ります。 

なお、住民アンケート調査結果における産業の振興の重点施策は、「優良企業の誘致や地

元雇用の促進」や「地場産業の育成」、「農林水産業の後継者育成や組織化の推進」の割合

が高い結果となっています。 

施策の展開の実施においては、このような住民意向を反映することに努めます。    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

産業を基盤とした魅力あるふるさとづくり 

0 5 10 15 20 25

優良企業の誘致や地元雇用の促進

地場産業の育成

農林水産業の後継者育成や組織化の推進

既存商店街や中心商業地の活性化

特産品の開発や観光資源の整備と活用

観光客の誘致と受け入れ体制の整備

既存ブランドを活用した新市ブランドの確立

農林水産業への高度技術の導入

割合（％）

【住民アンケート調査結果（産業の振興）】

21.8% 

14.1% 

13.4% 

13.2% 

13.1% 

11.0% 

7.5% 

5.9% 
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②②②②    主要施策主要施策主要施策主要施策    

     ◇特性を活かした魅力ある農林水産業の振興 

●新市ブランドの確立 

・ 地域内で生産される農畜産物の加工を行い、高付加価値化を推進し新たな特産

品の開発に努めます。 

・ 多様な消費者ニーズに対応した安全・安心・高品質な農林水産物の生産を推進

し、生産者・消費者の信頼関係を構築します。 

・ 高齢者が長年培ってきた技術を活用した農産物の生産や加工品の開発による

ブランド化を推進します。 

・ 新たな販路の拡大を図るためのイベントを開催し、地域内の農林水産物のブラ

ンド化を推進します。 

・ 福岡都市圏に、直接特産品を売り込むことにより、効率的な流通システムの確

立及び消費者との交流機会の拡大を図ることのできるアンテナショップの開

設を推進します。 

 

●循環型農業の推進 

・ 畜産農家より生産された堆肥を、耕種農家が利用しやすい製品に高次処理出来

る施設を整備し、JA・振興局等と連携し管内外流通を促進するとともに、生産

だけでなく、堆肥散布作業受委託等まで含めたシステムの確立を図ります。ま

た、畜産農家が耕作する農地への堆肥の適正散布による粗飼料の品質向上を推

進し、作付面積の拡大による自給率の向上を図り、環境に配慮した循環型農業

を推進します。 

 

      ●多様な担い手の育成 

・ 新規就農者（新規学卒者・離職就農者・新規参入者）の育成については、農林

業の人材確保を図るため、地域における新規就農者を確実に把握し、関係機関

との連携による就農促進を行います。また、農業法人への就農や独立のための

技術習得支援、さらに、経営開始時の支援等、受け入れ体制の整備を図り、UIJ

ターン者等、農業以外からの新規就農者を含めた幅広い人材の確保と育成を推

進します。 

・ 青年農業者クラブ・林研クラブの育成については、やる気のある農林業の担い

手で、地域の中で活動する青年農業者クラブや林業研究グループ組織の活動を

支援し、経営感覚に優れた人材の育成を推進します。 

・ 認定農業者等の育成については、兼業化、高齢化が進んだ地域や稲作等の土地

利用型農業において、農地の賃借や売買による担い手への農地集積に取り組む
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とともに、集落を単位に機械の共同利用等を行う集落営農や数集落にまたがる

広域生産組織、機械利用組合による作業受委託組織等、認定農業者を中心とし

た地域の実状に即した多用な生産組織の育成及び、作目類型ごとに経営基盤の

充実を図る認定農業者の育成を推進します。 

・ 女性農業者の育成・参画の推進については、農業経営における女性の役割を明

らかにし、家族経営協定による経営参加を促進するとともに、経営管理技術習

得等の研修の充実や農協理事、農業委員等、地域活動への参画を推進します。 

 

      ●組織化の推進 

・ 農林業や畜産業の生産基盤の保全･整備を推進します。 

・ 農林業や畜産業の組織化や法人化に向け、生産組織の育成を推進します。 

 

      ●高度技術の導入 

・ 農業の継続的発展、農家の労力軽減を図るために、先進技術を導入した農業経

営を普及するための、実証圃を設置します。 

 

     ◇活力ある商工業の振興 

      ●商業地の活性化 

・ イベントや祭りを通して、地域住民と既存商店街の交流を深め、既存商店街の

活性化を促進します。 

・ 既存商店街の空き店舗対策や後継者対策等を推進します。 

・ 「まちづくり交付金」と連携し、人が住み、育ち、学び、働き、交流する場と

して商店街の活性化を図ります。 

・ 新市の商業地は菊池市と泗水町に商業地が形成されているが、その他の地域に

ついても、市民の利便性に配慮し、市街地活性化事業に取り組み、身近な商業

地の形成に努めます。 

   

    ●地場産業の育成 

・ 地場産業や既存誘致企業の振興を図ります。 

 

    ●工業用地の確保 

・ 既存工業用地の整備充実を進めるとともに、需要に応じた工業用地や周辺環境

の整備を推進します。 

 

      ●優良企業の誘致 

・ 経済交流会等で本市及び工業用地のＰＲを行い、優良企業の誘致を推進します。 
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      ●地元雇用の促進 

・ 若者の定住を促進するため、地場産業や誘致企業の地元雇用を促進します。 

 

     ◇様々な資源を活かした観光の振興 

      ●観光資源の整備と活用 

・ 観光に対するニーズが多様化する中で、自然を対象とした「いやしと安らぎ」

が求められており、菊池渓谷や温泉施設など本地域の自然を活かした観光施設

の連携と整備充実を図り、各種イベント等を開催しながら集客に努めます。 

・ 道の駅や物産館などの観光施設については、地域の特性を活かした運営に努め

るとともに、各物産館の連携を深め、各施設の整備充実を図ります。また、新

市の特産品販売・開発に努めるとともに情報発信拠点、消費者との交流の場と

して、より一層の活用を図ります。 

・ 第三セクターで運営する各施設については、地域の活性化・観光拠点としての

施設の整備充実を図り、各種イベントを開催し集客に努めます。また、市民の

憩いの場として積極的に活用します。 

 

●国際観光、交流の推進 

・ 外国人観光客の誘客については、「韓国人ノービザの提唱」を継続するととも

に、国県と連携したビジット・ジャパン・キャンペン（VJC）等に取り組み、

積極的に本地域をアピールし誘客に努めます。また、宿泊及び観光施設や人的

な交流を図るため、受け入れ体制の整備充実に努めます。 

 

●観光客の誘致と受け入れ体制の整備 

・ 「行って良かった、また行きたい」と思っていただけるような新しい観光地を

市民と一緒に目指します。 

・ 観光業者や観光関係機関への宣伝誘致に加え、イベントや会議等の本市開催誘

致を推進します。 

・ 韓国人修学旅行生のビザ免除にともない、韓国人観光マネージャーを雇用し、

韓国人誘客事業に取りくみます。 

・ 観光客を受け入れるにあたっては、新市の特性を活かし本物・安心・安全・季

節感・遊び心・地産地消をキーワードに、来訪者に体感・感動を与えられる観

光地を目指します。 
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[[[[主主主主なななな事業事業事業事業]]]] 

主要施策 主要事業名 備 考 

新市ブランドの確立 

 

 

循環型農業の推進 

多様な担い手の育成 

 

組織化の推進 

 

 

 

 

高度技術の導入 

 

 

商業地の活性化 

 

 

 

地場産業の育成 

工業用地の確保 

 

優良企業の誘致 

地元雇用の促進 

観光資源の整備と活用 

 

 

 

 

国際観光、交流の推進 

観光客の誘致と受け入

れ体制の整備 

・ アンテナショップの開設事業 

・ 既存ブランド振興事業 

・ 特産品開発事業 

・ 畜産環境整備事業 

・ 中山間地域等直接支払事業 

・ 農業後継者育成対策事業 

・ 組織化法人化促進事業 

・ 農業振興対策支援事業 

・ 生産基盤整備推進事業 

・ 農道整備事業 

・ 林道整備事業 

・ 経営構造対策事業 

・ 園芸新産地育成対策事業 

・ 特用林産整備事業 

・ イベント祭り商店街活性化事業 

・ 既存商店街空き店舗対策、後継者対策事業 

・ 中心市街地活性化事業 

・ 地域市街地活性化事業 

・ 地場産業や既存誘致企業の振興 

・ 工業用地造成事業 

・ 周辺整備事業（アクセス道路・排水路） 

・ 優良企業誘致事業 

・ 地元雇用促進事業 

・ 公的施設整備事業 

・ イベント誘致事業 

・ 中山間地域観光拠点整備事業 

・ 菊池川観光拠点整備事業 

・ 観光資源整備事業 

・ 海外観光客誘致事業 

・ 観光客倍増対策事業 

・ 観光推進振興事業 

・ 道の駅関連施設整備事業 

・ サイン計画推進事業 
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((((キキキキ))))    都市基盤都市基盤都市基盤都市基盤のののの整備整備整備整備    

①①①①    基本方針基本方針基本方針基本方針    

    

    

    

    

新市の均一なる発展や地域の連携・交流を推進するためには、都市の骨格となる都市基

盤の整備が必要不可欠です。 

そのため、新市においては、計画的な市街地整備をすすめ、新市の一体感を創出するた

めに必要である交流拠点の形成を図り、魅力的なまちづくりを推進します。 

また、道路の整備や公共交通機関の確保を図ることにより、計画的・機能的な交通ネッ

トワークの整備を推進し、地域や広域における交流・連携を促進します。 

さらに、情報・通信体系の整備を推進することにより、高度情報化に対応した魅力ある

都市を形成します。 

なお、住民アンケート調査結果における都市基盤の整備の重点施策は、「魅力あるまちづ

くりを目指した計画的な市街地整備」や「市町村道、農道、集落道等の生活道路の整備」、

「路線バスや循環バスなど公共交通機関の維持と拡充」の割合が高い結果となっています。 

施策の展開の実施においては、このような住民意向を反映することに努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市基盤ネットワークによる計画的なふるさとづくり 

0 5 10 15 20

魅力ある町づくりを目指した計画的な市街地整備

市町村道、農道、集落道などの生活道路の整備

路線バスや循環バスなど公共交通機関の維持と拡充

安心・快適に移動できる歩道・遊歩道の整備や自転車道の整備

国道や県道などの広域的な幹線道路の整備

河川整備や治水対策の推進

情報通信網の整備

新市の交流拠点の整備

割合（％）

【住民アンケート調査結果（都市基盤の整備）】 

18.2% 

16.0% 

14.7% 

14.6% 

12.9% 

8.0% 

8.0% 

7.6% 
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②②②②    主要施策主要施策主要施策主要施策    

     ◇魅力的な市街地と交流拠点の整備 

●市街地の魅力ある基盤整備 

・ 市民の利便性を重視し、行政の中枢を一箇所に集めるため、新庁舎を整備する

とともに、アクセス道路等の周辺整備を行ない、新たな行政拠点を形成します。 

・ 市街地周辺については、まちづくり総合支援事業により、「まちの顔」となる

幹線道路や自然的・歴史的資源を有機的にネットワークし、まちの回遊性を高

める歩行者の回遊道路、せせらぎ水路等の市街地の基盤整備を進めます。 

・ 市街地については、豊かな景観、自然、文化的施設さらに既存の各観光施設等

を連絡し、公園や河川施設を活用した広域周遊コースを計画検討し、地域住民

や訪れた人が安心・快適に散策等を楽しめる歩道・遊歩道の整備や自転車道の

整備を推進します。 

 

      ●交流拠点の整備 

・ 市民の交流拠点として福祉・健康交流拠点の整備を推進します。 

・ 身近な交流拠点として地区公民館の整備を促進します。 

 

     ◇計画的・機能的な交通ネットワークの整備 

      ●国道・県道・市道等の整備促進 

・ 国道 325 号は、県北部経済圏と熊本空港・テクノポリスなどを結ぶ重要な道路

であり、４車線化の早期整備を促進します。また、国道 387 号の改良や交通安

全対策の事業を促進します。 

・ 広域的な視点から計画的・機能的な交通ネットワークの強化を図るため、交通

円滑化にも配慮して、国道を補完する県道の整備を促進します。 

・ 市街地の道路整備については、シンボル道路として整備することで街並みの景

観を向上させ、市民の生活利便性の向上と、来街者の導線を確保し、商業地の

人の賑わいを取り戻し、観光振興、産業の活性化を促進します。 

・ 阿蘇・菊池渓谷等の観光地を結ぶ観光ルートや近隣地域との交流・産業ルート

などの確保の為、菊池グリーンロードなどのアクセス道路の整備を推進します。 

・ 交通安全対策や住民の利便性向上を促進するため、生活道路等の整備や維持管

理に努めます。 

 

    ●公共交通機関の確保・ネットワーク整備 

・ 公共交通機関の強化策の一つの方策として、現在供用している熊本市～御代志

間の鉄道を新市まで延伸することを検討します。 

・ 市民が利用しやすいコミュニティバスの導入を図るとともに、べんりカーやあ

いのりタクシーなどの市街地循環バスを検討します。 
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     ◇情報・通信体系の整備 

      ●情報通信網の整備 

・ 住民に身近なサービスを提供するため、新庁舎及び支所等の公共施設間の情報

通信網整備を推進します。 

    

[[[[主主主主なななな事業事業事業事業]]]] 

主要施策 主要事業名 備 考 

市街地の魅力ある基盤

整備 

 

交流拠点の整備 

国道・県道・市道等の

整備促進 

 

 

 

 

 

公共交通機関の確保・

ネットワーク整備 

情報通信網の整備 

・ 新庁舎の建設及び周辺整備事業 

・ まちづくり交付金 

・ ウォーキングトレイル事業 

・ 交流拠点整備事業 

・ 国道整備促進事業 

・ 県道整備促進事業 

・ 主要幹線道路整備事業 

・ 観光ルート整備事業 

・ 地域産業道路整備事業 

・ 生活道路等整備事業 

・ 橋梁整備事業 

・ コミュニティバス等運行事業 

 

・ 情報通信網整備事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

((((クククク))))    自然環境自然環境自然環境自然環境のののの保全保全保全保全とととと活用活用活用活用    

①①①①    基本方針基本方針基本方針基本方針    

    

    

    

    

新市は、阿蘇くじゅう国立公園に代表される豊かな自然環境を有しており、今後も、こ

れらを守って行くことが重要です。 

そのため、新市においては、貴重な自然環境を保全するとともに、これらや生態系に配

慮した整備を推進することにより、自然環境と人が共生できる都市を形成します。 

また、豊かな自然景観を有する田畑や森林の保全整備を図るなど、計画的な土地利用計

画を推進します。 

さらに、これらは、地下水かん養等の環境調整機能を有しており、治山・治水対策を推

進し、自然災害の防止や森林景観の維持保全に努めます。 

なお、住民アンケート調査結果における自然環境の保全活用の重点施策は、「自然環境の

自然と人の調和のふるさとづくり 
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保護と活用」や「ごみの減量化、リサイクル運動の推進」、「遊休地や農用地の有効利用」

の割合が高い結果となっています。 

施策の展開の実施においては、このような住民意向を反映することに努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

②②②②    主要施策主要施策主要施策主要施策    

     ◇計画的な土地利用の推進 

●適正な土地利用の推進 

・ 新市の土地利用計画を策定し、市街地整備プログラムに沿った整備を図ること

により、適正な土地利用を計画的に推進します。 
 

      ●遊休地・農用地・森林の有効利用 

・ 農地の売買・農地のあっせん、交換分合・農地パトロールによる耕作放棄防止

及び違反転用防止を推進します。 

・ 不法伐採や造林放棄を防止し、適正な森林整備による多面的機能を高度に発揮

する森林づくりに努めます。 
 

     ◇自然環境の保全・活用 

      ●自然環境の保護と活用 

・ ほたるの里としてほたる関係団体の育成、イベントなどを実施し、環境にやさ

しいイメージ展開を行います。さらにホタル交流館を整備し、環境、省エネの

啓発、交流の場として活用します。 
 

      ●環境保全意識の高揚 

・ 行政の各施設において、環境マネジメントシステム（ISO14001）を順次取得し

ていくとともに、市民や事業者等に対する環境意識の向上を図るため、学校版

0 5 10 15 20

自然環境の保護と活用

ごみの減量化、リサイクル運動の推進

遊休地や農用地の有効利用

適正な土地利用の推進

防災体制の整備・充実

環境教育や環境保全体制の充実

森林の保護育成

省資源、省エネルギー生活の普及・啓発

割合（％）

【住民アンケート調査結果（自然環境の保全活用）】

18.8% 

16.8% 

15.6% 

12.7% 

10.5% 

9.1% 

9.0% 

7.6% 
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ISO、家庭版 ISO、事業所版 ISO 等の導入を検討し、地球環境にやさしい循環型

社会の構築を促進します。 

・ 地球環境に関する課題に対応するため、今後の環境行政の指針であり、総合的、

長期的計画として「環境基本計画」を策定します。 

・ 森林は木材生産のほか、水源涵養、土砂崩壊防止、動植物の保護や育成等の公

益的な機能を有しています。この森林を適切に維持管理していくために不可欠

な、地域活動を交付金事業により支援し、市民が安心して暮らせる環境づくり

を推進します。 
 

     ◇治山・治水対策の推進 

      ●防災体制の整備・充実 

・ 民家や道路等の重要施設の上流部を最優先として、急峻な山林や谷にダム、土

砂崩防止柵等を整備し、生活環境の保全・形成に努めます。 

・ 保安林制度を活用し、災害に強い森林づくりを推進します。 
 

     ●森林の保護育成 

・ 森林施業計画に基づく森林整備を推進し、森林環境の保全と、森林の持つ公益

的機能の維持向上を図ります。 

・ 森林整備の基本指針である新市森林整備計画による、適正な森林の維持管理を

図ります。 
 

[[[[主主主主なななな事業事業事業事業]]]] 

主要施策 主要事業名 備 考 

適正な土地利用の推進 

遊休地・農用地・森林

の有効利用 

自然環境の保護と活用 

 

 

 

 

 

環境保全意識の高揚 

 

 

防災体制の整備・充実 

森林の保護育成 

 

・ 土地利用計画及び市街地整備プログラムの策定 

・ 農地流動化推進事業 

 

・ ほたる環境整備事業 

・ エコタウン事業（自然との共生） 

・ ダム周辺及び下流域整備事業 

・ 自然を生かした公園整備事業 

・ 生態系の保全事業 

・ 河川維持管理事業 

・ ＩＳＯ14001 推進事業 

・ 森林整備地域活動支援交付金事業 

・ 環境基本計画策定 

・ 治山治水事業 

・ 新市森林整備事業 

・ 新市森林施業計画策定 
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((((ケケケケ))))    行財政行財政行財政行財政のののの効率化効率化効率化効率化    

①①①①    基本方針基本方針基本方針基本方針    

    

    

    

    

長引く景気低迷の影響を受け、国及び県、並びに四市町村の財政状況は極めて厳しい状

況にあります。 

新市においては、厳しい財政状況を踏まえつつ、地方分権社会や多種多様な住民ニーズ

に対応した行政サービスを市民に提供することが重要です。 

そのため、限られた財源の範囲で最大限の成果を上げるため、効率的な行政運営を推進

するとともに、将来の安定した行政サービスの提供を図るため、財政の健全化に努めます。 

また、職員の適正配置と人材育成を推進し、高度で専門的な行政サービスを提供します。 

 

②②②②    主要施策主要施策主要施策主要施策    

     ◇効率的な行政運営 

●機能的な組織づくり 

・ 国・県からの権限移譲による事務等の拡大に対応し、速やかに事務事業を執行

するため、組織づくりに努めます。  

・ 行政サービスについては、これまでの行政と市民の枠組みにとらわれず、市民

との役割分担を推進し、市民参加型の組織化に取り組みます。 

・ 熊本県と市町村が、電子自治体構築の円滑な推進に向け、電子申請受付システ

ム等、必要なシステムを共同で構築し、住民や事業者がいつでもどこからでも

行政サービスを利用できる電子自治体化を推進します。 

・ 各種行政の基礎であり居住関係を公証する住民基本台帳のネットワークの構

築により、住民コードを基に市町村の区域を越えた住民基本台帳に関する事務

処理、国、県の機関等に対する本人確認情報の提供により、住民の利便を増進

するとともに、行政情報化の社会的基盤として運用します。 

・ 外国人登録法に基づき外国人登録事務の効率化、窓口サービスの向上を目指し、

外国人登録事務処理全体をサポートする電算化を行います。 

 

   ●行政事務事業の効率化と評価 

・ 行政評価制度を構築することにより、行政の説明責任を果たすとともに、効率

的・効果的な事業の実施、職員の意識改革を目指します。また、行政評価制度

は、学識経験者・住民代表からなる行政評価審議会を立ち上げ、職員による内

部評価にとどまらない外部評価制度を導入します。 

効率的な行政運営による健全なふるさとづくり 
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・ 個人情報保護条例を制定し、住民のプライバシー権を保護することに努めます。

また、住民情報、税情報及び財務会計等の行政情報の整備を図ることにより、

行政事務の簡素・効率化及び住民サービスの向上を図ります。 

・ 土地の評価事務を円滑かつ公平に行うため「固定資産評価基準」に基づき、「適

正な時価」を具体的に把握し評価を行います。 

・ 戸籍は住民の身分関係を公証する公簿としての重要性に鑑み、プライバシーの

保護を保ちつつ、戸籍電算化により事務処理の迅速化、住民サービスの向上、

正確性、安全性により、多様化した住民ニーズに応える効率的構築であり、今

後国において予定されている戸籍オンライン・システムの構築により一層の住

民サービスを推進します。 

・ 全国の地方公共団体及び国と接続する総合行政ネットワーク（LGWAN）に対応

した文書起案・保管システム・電子決裁システム・文書管理システム・電子入

札システム・情報公開支援システムを導入し、情報公開にも迅速に対応するな

ど市民サービスの向上を目指します。 

 

     ◇財政健全化 

●財源基盤の強化と計画的執行 

・ 地方税のうち、市県民税及び法人市民税並びに軽自動車に係る賦課事務を進め

るため申告相談や調査及び変更（異動）処理等を行い、事務処理の効率化を図

ります。 

・ 評価替え及び時点修正時の全筆点検等を行うことにより、宅地の標準地や各筆

の評価を適正に調整し認定します。 

・ 地方税法に基づき、固定資産税の賦課事務を進めていくため、土地家屋の調査

及び異動について、電算システムを活用し事務処理の効率化を図ります。 

・ 市税等に対する市民の理解を深めるとともに、口座振替を推進し収納率の向上

に努めます。 

・ 各種税制の改正に伴う電算システムの変更を推進します。 

・ 公営企業等の経営は、独立採算の原則の基に、収支のバランスと経営の効率化

を推進し、健全な運営に努めます。 

 

    ●行政経費の削減 

・ 公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技術能力を

活用して行うＰＦＩ事業の調査・研究を行い、行政経費の削減に努めます。 

・ 市民団体や民間団体等と競合する行政サービスや事務事業については、事業の

質を十分に検討した上で外部委託を推進し、行政経費の削減を行います。 

 

 

注）ＰＦＩ（プライベート・ファイナンス・イニシアティブ）：民間の資金、経営能力,技術的能力を活用して,公共施設等の建

設、維持・管理、運営等を行う事業方式｡ 

注） 
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     ◇職員の適正配置と人材育成 

      ●職員の適正配置 

・ 多様化・高度化する住民ニーズに対応するため、定員適正化計画を策定・公表

し、計画的に実施するとともに、知識や技術等職員の能力及び行政需要に応じ

た職員の配置に努めます。 

 

      ●職員の資質向上 

・ 職員の能力が充分に発揮できる組織機構及び人事配置に努めるとともに、人事

評価制度の導入検討により、職員の意識の高揚を図ります。 

・ 自治大学校、市町村アカデミー、日本経営協会等での研修実施により、自治体

職員としてのより高度な知識と、高い政策形成・遂行能力を持つ職員を育成し

ます。 

・ 計画的人材育成を行うための「人材育成基本方針」を策定します。 

 
 

[[[[主主主主なななな事業事業事業事業]]]] 

主要施策 主要事業名 備 考 

機能的な組織づくり 

 

 

 

行政事務事業の効率化

と評価 

 

 

 

 

 

 

財源基盤の強化と計画

的執行 

 

 

行政経費の削減 

 

職員の適正配置 

職員の資質向上 

・ 熊本県、市町村電子自治体共同運営事業 

・ 地理情報システム整備事業 

・ 住民基本台帳ネットワーク事業 

・ 外国人登録システム事業 

・ 行政評価システム活用事業 

・ 電算システム運用管理事業 

・ 個人情報保護条例の制定 

・ 固定資産課税土地評価業務委託事業 

・ 固定資産税電算委託事業 

・ 総合文書管理事業 

・ 戸籍電算化事業 

・ 市民法律相談事業 

・ 市民税申告支援システム事業 

・ 収納適正化推進事業 

・ 市民税システム変更事業 

・ 公営企業等健全化促進事業 

・ ＰＦＩ推進事業 

・ 市民サービス外部委託推進事業 

・ 職員適正配置事業（定員適正化計画の実施） 

・ 人事評価制度導入事業 

・ 職員の資質向上事業 

・ 人材育成基本方針策定 
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第第第第 5555 章章章章    新市新市新市新市におけるにおけるにおけるにおける熊本県事業熊本県事業熊本県事業熊本県事業のののの推進推進推進推進    

熊本県は、平成 12年 6月に策定した熊本県総合計画「パートナーシップ 21くまもと」

の地域計画編において、菊池地域の発展方向を「飛翔の郷づくり～21世紀の交流・定住モ

デル地域の創造～」と位置づけています。これは、都市と農山村の共生を図り、都市的な

利便性と豊かな自然を合わせて享受できるバランスのとれた交流・定住モデル地域をめざ

すものです。 

県では、その目標に向かって、県民、企業・団体、市町村等とのパートナーシップを図

りながら、元気あふれる農山村づくり、笑顔ふれあう定住の場づくり、明日を担う新産業

創出の拠点づくり、環境保全と地域交流・連携推進に取り組んでいるところです。 

菊池北部四市町村の合併により誕生する新市においても、県総合計画で定める菊池地域

の発展方向を踏まえ、新市と連携を図りながら次のような事業を推進します。また、新市

の一体性の確立及び均衡ある発展に配慮し、新市が実施する各種施策に対して支援を行い

ます。 

    

1.1.1.1.    連携連携連携連携・・・・交流交流交流交流・・・・住民参加住民参加住民参加住民参加のまちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくり    

新市の一体性の創出及び地域活性化を図るため、新市における各地域の特徴を活かした

地域づくり、歴史・伝統・文化の再認識及び活用、域外との交流促進、国際交流の推進、

ボランティアやＮＰＯの育成等の取り組みを支援していきます。 

    

2.2.2.2.    教育教育教育教育・・・・生涯学習生涯学習生涯学習生涯学習のののの推進推進推進推進    

学校教育については、児童生徒が自ら学び・考え、主体的に判断・行動することができ

る「確かな学力」の育成をめざし、基礎・基本を身につけ個性を生かした教育の推進、豊

かな人間性を培う心の教育の充実など「生きる力」を育みます。また、社会情勢に対応し

た情報・環境・国際理解・福祉・人権等に関する教育の推進を図ります。 

生涯学習については、住民の多様な学習ニーズに応えるため、新市における学習機会の

充実、各種スポーツの振興を支援するとともに、社会教育指導者の養成及び資質向上のた

めの各種研修を実施します。    

    

3.3.3.3.    都市基盤及都市基盤及都市基盤及都市基盤及びびびび生活環境生活環境生活環境生活環境のののの整備整備整備整備    

既存の社会資本ストックの適正な維持管理・有効活用を図りながら、効果的・効率的な

都市基盤及び生活環境の整備を進めていきます。 

道路については、広域幹線道路国道 325 号、国道 387 号、その他主要な道路である県道

熊本菊鹿線、県道原植木線、県道植木インター線等を整備し、域外の熊本都市圏や熊本空

港、高速道路ＩＣ等の交通拠点へのアクセス向上、地域内交通の円滑化を図るとともに、
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人にやさしい安全で安心できる歩行空間の確保を図ります。 

また、災害発生を未然に防止し、住民の生命や財産を守るため菊池川、河原川等の河川

改修や土石流災害等危険度の高い箇所における砂防事業を推進します。河川改修にあたっ

ては、多様な生物の生息環境の整備保全に配慮し、潤いと触れあいのある水辺環境の創出

に努めます。 

新市が取り組む道路・公営住宅・上下水道・公園・緑地・防災施設の整備、既存市街地

の整備、地域情報ネットワーク網の構築等については、事業の必要性を踏まえて積極的に

支援していきます。    

    

4.4.4.4.    保健保健保健保健・・・・医療医療医療医療・・・・福祉福祉福祉福祉のののの充実充実充実充実    

菊池地域保健医療計画、県高齢者保健福祉計画、くまもと障害者プラン、菊池地域母子

（親子）保健計画等の各種県計画に基づき、新市や関係機関・団体と連携しながら、ライ

フステージに応じた保健医療対策、利用者のニーズに応じた福祉サービスの充実など、「す

べての人」を視野に入れたユニバーサルデザインの考え方で、誰もが快適に安心して暮ら

せる社会づくりに努めます。 

特に、高齢者対策については、新市の高齢化率が高いことから、体力低下防止、疾病の

予防、介護予防等に積極的に取り組むとともに、在宅介護支援センター等相談体制の充実、

関係者のネットワークの強化等を推進します。    

    

5.5.5.5.    産業産業産業産業のののの振興振興振興振興    

農業については、経営の法人化や認定農業者制度の活用による担い手の確保・育成を図

ります。また、家畜排せつ物の適正処理、堆肥の有効利用、エコファーマーの育成等によ

る環境に配慮した安全・安心な農畜産物生産及び新品種・新技術導入や生産組織再編によ

る農産物の高品質・低コスト化を推進し、売れる農産物づくりに努めます。 

竜門ダムの用水を利用したかんがい営農については、用水の有効利用による農産物の品

質向上、新規作物の産地化を推進します。 

基盤整備については、環境との調和に留意しながら、菊池台地土地改良事業、中山間地

域総合整備事業等により区画整理、農道等の生産基盤や集落排水等の生活環境基盤の整備

を推進します。このことにより農業生産性の向上や快適な生活環境の形成を図るとともに、

県土の保全等農業・農村の多面的機能の発揮にも努めます。 

また、新市が取り組むグリーンツーリズムや体験農業を支援し、農業理解の促進、生産

者と消費者との共生、地産地消を推進します。 

林業については、計画的な間伐・造林による森林整備、担い手の育成・確保、機械化等

による生産性の向上、公共施設・公共工事における県産材の利用、都市と山村との交流等

を推進します。 

商工業については、商店街活性化や中小企業者・小規模事業者に対する支援を行うとと
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もに、交通アクセスに恵まれた好条件を活かし、引き続き企業立地を推進します。 

観光については、豊かな自然、温泉等観光資源の魅力アップや広報に対する支援を行う

他、九州新幹線の開業を睨んだ観光ルートの開拓など新たな観光戦略を展開していきます。    

    

6.6.6.6.    環境環境環境環境のののの保全保全保全保全・・・・活用活用活用活用    

持続可能な循環型社会の構築に向けて、省エネ・省資源、ごみの減量化・リサイクルに

係る新市等の取り組みを支援するとともに広報・啓発に努めます。 

自然環境については、景観形成や地下水涵養等多面的機能を持つ森林や農地の保全、公

共事業等における環境配慮の推進、廃棄物処理の監視体制の強化、多数立地している工場

の排水や有害物質の適正処理に努め、その保全を図ります。また、水源、河川、森林等恵

まれた自然を観光や域外との交流に活用します。 

さらに、環境問題に対する住民の理解を深めるため、学校における環境教育推進、住民

への環境学習機会の提供に努めます。    

    

7.7.7.7.    そのそのそのその他他他他    

県は、新市が新市建設のために必要とする緊急かつ特別な財政需要に対して支援を行う

ため、熊本県市町村合併特別交付金を設けています。この交付金により、新市への円滑な

移行に資するための事業、新市が新市建設計画に基づいて実施する事業等を支援します。    
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第第第第6666章章章章    公共的施設公共的施設公共的施設公共的施設のののの適正配置適正配置適正配置適正配置とととと整備整備整備整備    

公共的施設の整備と適正配置については、住民生活に急激な変化を及ぼさないように十

分に配慮するとともに、地域のバランス及び財政事情を考慮しながら実施していくことを

基本とします。 

なお、合併に伴い必要となる新庁舎は、新市の地形や人口の分布に配慮した位置に設置

するものとし、支所となる旧庁舎等は、市民サービスの低下を招かないように十分に配慮

し、必要な機能の整備を図っていきます。 
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第第第第 7777 章章章章    財政計画財政計画財政計画財政計画    

1. 前提条件等 

本計画は、合併後の平成 17 年度から平成 26年度までの 10年間について、歳入・歳出

の各項目ごとに過去の実績を基礎として、合併に係る特例措置を見込み、普通会計ベース

で策定しています。 

 

((((アアアア))))    歳入歳入歳入歳入    

①①①①    地方税地方税地方税地方税    

個人市町村民税、法人市町村民税、固定資産税、軽自動車税、たばこ税等があり、

過去 5年間の動向により見込んでいます。 

    

②②②②    地方譲与税等地方譲与税等地方譲与税等地方譲与税等    

所得譲与税、自動車重量譲与税、地方道路譲与税、利子割交付金、地方消費税交付  

金、ゴルフ場利用税交付金、自動車取得税交付金等があり、過去 5 年間の動向により

見込んでいます。 

    

③③③③    地方地方地方地方交付税交付税交付税交付税    

普通交付税及び特別交付税があり、国の地方財政計画を考慮するとともに、合併特

例債にかかる元利償還額の 70％の普通交付税措置分、合併直後の臨時的経費に対する

普通交付税措置分（5年間で 5億 4 千万円）及び合併を機に行う新たなまちづくりな

どに対する特別交付税措置分（3年間で 7億 5千万円）を見込んでいます。 

    

④④④④    分担金及分担金及分担金及分担金及びびびび負担金負担金負担金負担金    

過去の実績により見込んでいます。 

    

⑤⑤⑤⑤    使用料及使用料及使用料及使用料及びびびび手数料手数料手数料手数料    

過去の実績により見込んでいます。 

    

⑥⑥⑥⑥    国国国国・・・・県支出金県支出金県支出金県支出金    

過去 5 年間の動向を基に、各事業の補助金及び合併に係る財政支援（国の合併市町

村補助金：3年間で 4億 8千万円、県の市町村合併特別交付金：5年間で 7億円）を

見込んでいます。 
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⑦⑦⑦⑦    地方債地方債地方債地方債    

新市建設計画における主要事業等を基に、通常の地方債のほか合併特例債の活用を

見込んでいます。 

    

⑧⑧⑧⑧    そのそのそのその他他他他のののの収入収入収入収入    

財産収入、繰入金、繰越金、諸収入等があり、過去の実績により見込んでいます。 

    

((((イイイイ))))    歳出歳出歳出歳出    

①①①①    人件費人件費人件費人件費    

人件費とは、議員報酬、特別職給与、職員給与、共済費等があります。 

合併後、退職者の補充を抑制することにより、職員の削減及び合併による特別職の

減等を見込んでいます。 

    

②②②②    物件費物件費物件費物件費    

物件費とは、業務（ごみ収集や施設等の管理等）を委託する経費や事務の経費等で

す。 

過去 5年間の動向を基に、合併による削減効果を見込んでいます。 

    

③③③③    扶助費扶助費扶助費扶助費    

扶助費とは、福祉関係の措置費や福祉医療扶助費の経費等です。 

過去 5年間の動向を基に、高齢者福祉等の経費増を見込んでいます。 

    

④④④④    補助費等補助費等補助費等補助費等    

補助費等とは、一部事務組合や各種団体等に対する負担金や補助金等です。 

過去の実績により見込んでいます。 

    

⑤⑤⑤⑤    公債費公債費公債費公債費    

公債費とは、主に建設事業を行う際に借り入れた借入金の返済金です。 

各市町村の借入額に対する元利償還金に、合併後借り入れる通常の地方債のほか合

併特例債の元利償還金を見込んでいます。 

    

⑥⑥⑥⑥    繰出金繰出金繰出金繰出金    

国民健康保険・老人医療保険・介護保険・下水道・農業集落排水・簡易水道特別会

計等への繰出金です。 

過去 5 年間の動向を基に、高齢化社会に伴う老人医療保険・介護保険特別会計への

繰出金の増を見込んでいます。 
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⑦⑦⑦⑦    普通建設事業費普通建設事業費普通建設事業費普通建設事業費    

普通建設事業費とは、道路や施設の建設等を行うための経費です。新市建設計画に

おける主要事業等を基に見込んでいます。 

    

⑧⑧⑧⑧    そのそのそのその他他他他のののの支出支出支出支出    

維持補修費、貸付金、災害復旧費等があり、過去の実績により見込んでいます。 

    

((((ウウウウ))))    国国国国・・・・県県県県のののの支援支援支援支援    

①①①①    合併市町合併市町合併市町合併市町村補助金村補助金村補助金村補助金（（（（国国国国））））                                                                    【【【【 3 3 3 3 年間年間年間年間でででで 4.84.84.84.8 億円億円億円億円】】】】    

（市町村建設計画に基づく事業に対する国からの補助金） 

    

②②②②    市町村合併特別交付金市町村合併特別交付金市町村合併特別交付金市町村合併特別交付金（（（（県県県県））））                                                                【【【【 5 5 5 5年間年間年間年間でででで 7777億円億円億円億円】】】】    

（市町村建設計画に基づく事業に対する県からの交付金） 

    

③③③③    合併特例債合併特例債合併特例債合併特例債    

●●●●合併後合併後合併後合併後のののの市町村市町村市町村市町村のまちづくりのためののまちづくりのためののまちづくりのためののまちづくりのための建設事業建設事業建設事業建設事業にににに対対対対するするするする財政措置財政措置財政措置財政措置    

        【【【【 10 10 10 10 年間標準全体事業費年間標準全体事業費年間標準全体事業費年間標準全体事業費のののの上限約上限約上限約上限約 224.3224.3224.3224.3 億円億円億円億円、、、、普通普通普通普通交交交交付税算入額付税算入額付税算入額付税算入額    約約約約 149.1149.1149.1149.1 億円億円億円億円】】】】    

合併に伴い必要となるまちづくりのための事業については、事業費の 95％が合併特

例債が充当でき、その内元利償還金の 70％が後年度において普通交付税で措置されま

す。 

    

●●●●合併後合併後合併後合併後のののの市町村市町村市町村市町村のののの振興振興振興振興のためののためののためののための基金造成基金造成基金造成基金造成にににに対対対対するするするする財政措置財政措置財政措置財政措置    

                                                    【【【【標準基金規模標準基金規模標準基金規模標準基金規模のののの上限約上限約上限約上限約 25.625.625.625.6億円億円億円億円、、、、普通普通普通普通交交交交付税算入額付税算入額付税算入額付税算入額    約約約約 17171717億円億円億円億円】】】】    

合併後の市町村における地域振興のための基金造成については、標準基金規模の上

限 95％に合併特例債が充当でき、その内元利償還金の 70％が後年度において普通交

付税で措置されます。 

    

④④④④    普通交付税普通交付税普通交付税普通交付税                                                                                    【【【【 5 5 5 5年間年間年間年間でででで    約約約約 5.45.45.45.4億円億円億円億円】】】】    

合併直後に必要となる臨時的経費（基本構想の策定、ネットワークの整備、住民サ

ービスの水準の調整等）を 5年間にわたり均等に普通交付税で措置されます。 

    

⑤⑤⑤⑤    特別交付税特別交付税特別交付税特別交付税                                                                                    【【【【 3 3 3 3年間年間年間年間でででで    約約約約 7.57.57.57.5億円億円億円億円】】】】    

新たなまちづくり、公共料金格差調整について、1年目 5割、2年目 3割、3年目 2

割の割合で 3年間にわたり、特別交付税で措置されます。 
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